
小室中 学校運営協議会通信 第１号 
船橋市立小室中学校 
学校運営協議会 
令和５年５月 

 
～学校運営協議会発足～コミュニティ・スクールとして始動 
今年度、船橋市教育委員会の施策を受けて、学校運営協議会をスタートしました。 
 

第１回学校運営協議会概要 
日時 令和５年５月２日（火） 
場所 小室中学校 校長室 
委員 学識経験者、地域関係者代表、保護者代表、校長、教頭 
内容 委嘱状交付、会長・副会長の選出、会規則・要綱の説明、学校運営方針の説明 
   教育課程の説明、授業参観、意見交換 

 

学校運営協議会について 
学校運営協議会の主な役割として３つあります。 
・校長の作成する学校運営基本方針について承認する。 
・上記以外の活動についても、教育委員会及び校長に意見を述べることができる。 
・教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる。 
学校運営協議会が設置された学校を「コミュニティ・スクール」と呼びます。保護者や地域の方が学校
と連携・共同し、学校運営に参画する仕組みです。この代表が、学校運営協議委員です。 

令和５年度学校運営方針 
～提案の概要～ 

本校の校訓「ひとりだち」のもと、学校教育目標を「自学・創意・友愛」としており、経営の重点と
して、①学び続ける教職員集団②安全・安心な学校③地域と共に歩む学校を目指しています。４月当初
より、この方針で進めているところではありますが、皆様から忌憚のないご意見をいただきたいと思い
ます。 

この提案につきましては、学校運営協議会委員の役割の１つである「学校運営について基本方針の承
認」から審議した結果、全会一致で承認が得られました。 

協議の概要（抜粋） 
・学区の小学生の生徒数が増加しているので、中学校に入学する生徒も増えると考えられる。それに伴

い、部活動数を増やしてさらに活気ある学校づくり努めてはどうか。 
・近年、社会問題となっているヤングケアラーや多様性等の課題に対応するため、生徒や地域の実態を

把握し、対応が必要になってくる。 
・不登校生徒が増加しているように思うので、原因を見つけ、その対策する必要がある。 
・地域支援本部事業（小室ファミリー倶楽部）を通して、部活動の指導者や教科指導補助者等を募集す

るなど、地域の人材活用を推進してはどうか。 

※次回の協議会は、１０月２７日（合唱祭）を予定しています。 


